
新発田市長　宛 

新発田城の保全及び周辺整備等寄附金　申込書（法人用） 

 

※本申込書に御記入いただいた個人情報については、本寄附制度運営に係る事項のみに使用いたします。 
※公の秩序または善良の風俗に反するもの、政治性、宗教性のあるもの、その他適切でないと新発田市長が認 
めたもの、のいずれかに該当する場合は寄附をお断りします。 

 

２　寄附金額（金額を御記入いただき、いずれかのチェック欄に☑を入れてください） 

※2,000 円以上 

 

３　お名前の掲載（いずれかのチェック欄に☑を入れてください） 

※城内芳名板は累計 50,000 円以上の寄附をいただいた法人のみとなります。 

 

４　寄附方法について（御希望される払い込み方法のチェック欄に☑を入れてください。） 

※入金をもって寄附完了とし、入金がない場合は寄附の意思がないものとみなします。 
 
 
 

 １　申込者 令和　　　年　　　月　　　日

 法人名（フリガナ） 

 代表者　役職・氏名（フリガナ）

 法人住所または代表者住所　〒 

　　　　　　　　　　　　都・道・府・県

 

 担当者の所属・氏名（フリガナ）

 電話番号 メールアドレス 

 本寄附金への寄附　　　□ 初めて　　□ ２回目以降　

 
円

□ 寄附金受領証明書の発行を希望する

 □ 寄附金受領証明書の発行を希望しない   

 
市ホームページ及び城内芳名板

□ 掲載を希望する

 □ 掲載を希望しない

 □ 市が指定する金融機関等（※）の窓口での入金（市の納入通知書） 

　 ※第四北越銀行、大光銀行、きらやか銀行、新発田信用金庫、新潟縣信用組合、新潟県労働金庫、 
 北新潟農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、新発田市役所本庁舎（1階市民生活課、3階会計
課）、新発田市豊浦支所、新発田市紫雲寺支所、新発田市加治川支所、新発田市民文化会館

 □ 現金書留による入金

 □ 口座振込による入金（上記の支払方法が困難な場合）　 
※振込手数料は寄附者様の御負担となります。



 
〈新発田市処理欄〉 

 

 入金日 返礼品等発送日

 台帳更新 □ 申込者情報　　□ 入金　　□ 返礼品　　□ 芳名板

受付印


